
記者発表高梁川水系水利用協議会 

２月２８日午後５時、高梁川水系の取水制限を全面解除します 

～主要 6ダムの貯水量が回復～ 

高梁川水系水利用協議会（事務局：岡山河川事務所）は、高梁川水系の主要６ダム（河本ダム、高瀬川ダ

ム、小阪部川ダム、新成羽川ダム、千屋ダム、三室川ダム）の合計貯水量の減少により、令和５年１１月１４

日から取水制限を実施しておりましたが、貯水量が回復したため、令和６年２月２８日開催の第２回渇水

調整会議において、２月２８日午後５時をもって取水制限を全面解除することを決定しました。 
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【参考】　高梁川水系の渇水調整の経緯

第１回渇水調整会議（令和５年１１月７日）

実績取水量から

◆上水道 ２％ ◆工業用水 ５％

◆農業用水 ２０％（ただし、畑または酪農に使用するもの ５％）

第２回渇水調整会議（令和６年２月２８日）

取水制限全面解除（令和６年2月28日 午後５時）

第１次取水制限（令和５年１１月１４日 午前９時～）


